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重要取組シート 

取組項目 新清掃工場の建設に向けた取組の推進 

現状・課題 

○本市が一般廃棄物（ごみ）処理を行っている 2 つの清掃工場の現状は以下のとおり。 

【クリーンセンター東工場第二工場】 

・平成 9 年竣工（竣工後 29 年経過） / 平成 26 年に基幹的設備改良工事実施 / 

令和 5 年度から大規模修繕工事を実施中 

【クリーンセンター臨海工場】 

・平成 25 年竣工（竣工後 13 年経過） 

・20 年間の現事業契約終了を見据え、事業延長に伴う基幹的設備改良工事等について

検討する必要がある。 

○本市におけるごみ処理を安定して持続させるために、将来を見据えたごみ処理体制の構築

及び老朽化施設の整備について、令和 8 年 3 月末に「堺市一般廃棄物処理施設整備基

本計画」を策定。 

取 組 の 

内  容 

○堺市一般廃棄物処理施設整備基本計画に基づき、新清掃工場（焼却施設・破砕施設・

資源化施設）の整備等を実施する。 

・新清掃工場の建設等に伴う調査関連業務の実施 

・新清掃工場の建設工事等の実施 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

前期 

（～9 月） 

□PPP/PFI 導入可能性調査業務の契約締結（7 月） 

□環境影響評価業務の契約締結（7 月） 

□測量等業務の契約締結（7 月） 

後期 

（～3 月） 

□環境影響評価に係る事前配慮計画書を堺市環境影響評価審査会において審議 

（～12 月） 

□測量等の実施（～12 月） 

□土壌汚染状況調査業務の契約締結（1 月） 

□PPP/PFI 導入可能性調査の実施（～2 月） 

□PPP/PFI 導入可能性調査に係る調査結果を庁内委員会において審議（～3 月） 

次年度 

以降 

□環境影響評価の実施（～令和 10 年度） 

□土壌汚染状況調査等の実施（～令和 9 年度） 

□要求水準書等の作成（令和 9 年度～） 

□事業者選定（令和 10 年度～） 

□新清掃工場建設工事等の着手（令和 12 年度～） 

進
捗
の
状
況 

前期 

（～9 月） 

 

 

 

後期 

（～3 月） 
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